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令和７年度 社会福祉法人東近江市社会福祉協議会職員採用試験案内（令和７年度途中採用） 

 

１ 職種、職員区分、試験区分及び採用予定人員 

職種 職員区分 試験区分 採用予定人員 

事務職 正規職員 － １人程度 

 

２ 受験資格 

（１）年齢条件：平成２年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれた者 

  （※例外事由３号のイ） 

 （２）普通自動車第一種免許（ＡＴ限定を含む。）を現に有するか、同免許を令和７年１０月１日までに

取得見込みであること。（業務に必須のため。） 

（３）受験資格（２）に定める免許取得見込みで受験し合格した者が当該免許を取得できなかった場合

は、この試験に合格しても採用される資格を失います。 

（４）次のいずれかに該当する者は受験できません。 

  ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

   イ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破棄することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 採用、勤務地及び勤務内容 

 （１）採用時期 令和７年１０月１日（ただし、採用の日から６箇月間を試用期間とします。） 

              なお、受験資格がないこと又は申込内容に虚偽記載があることが判明した場合は、

合格を取り消すことがあります。 

 （２）勤 務 地 本会が事業を実施する以下のいずれか（東近江市今崎町２１番地１） 

総務課・地域福祉課・相談支援課・在宅福祉課 

 （３）業務内容 

    ア 法人の総務、経理等の事務 

    イ 地域福祉活動の企画、実施 

    ウ 日常生活自立支援事業及び高齢者、障がい者、生活困窮者等の相談援助 

    エ 在宅福祉（介護）事業管理事務 

 

４ 勤務条件、給与等 

（１）就業時間等 

  ①就業時間は週４０時間で、１箇月単位の変形労働時間制を採用しています。 

  ②週休２日制 年間休日（祝日含む。）１２２日（令和６年度実績） 

③年次有給休暇は年度に２０日あり、２年目以降は繰越により最高４０日付与されます。 

また、試用期間経過後は夏季休暇等の特別休暇があります。 
 

（２）給与等 

          給与は、給料、賞与（期末・勤勉手当）、地域手当、その他本会給与規程により該当者には通勤手

当、扶養手当及び住居手当等が支給されます。 

（参考）令和７年４月１日採用の初任給月額（地域手当含む。）の見込みは次のとおりです。 

            ○大学新卒者の場合  ２２６，６００円程度 

       ○短大新卒者の場合  ２０７，０３０円程度 

       ○高校新卒者の場合  １９３，６４０円程度 

なお、経験等がある場合は、その内容、期間等に応じた加算があります。 

原則として、年１回昇給を行います。（昇給日に満５５歳を超える場合、昇給はありません。） 
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（３）賞与（期末・勤勉手当）  年４．６箇月（本会給与規程による。） 

ただし、１年目の賞与は２．９９箇月分（１０月１日採用） 
 

（４）社会保険等 

 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等に加入します。 
  

（５）退職金制度 

あり（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金加入） 
 

（６）定年 

   満６０歳到達日以降における最初の３月３１日（再雇用制度あり） 
 

５ 試験の方法及び日時、場所 

（１）第１次試験 

   ① 日時 令和７年８月３日（日）午前９時００分から（午前１１時４０分終了予定） 

② 場所 東近江市社会福祉協議会本所（東近江市今崎町２１番地１） 

（東近江市福祉センターハートピア内） 

   ③ 方法 職務基礎力試験、適性検査、作文 

   ※第１次試験の結果及び第２次試験の案内は、第１次試験終了後に文書にて通知します。 
 

（２）第２次試験 

① 日時 令和７年８月２５日（月） 

② 場所 東近江市社会福祉協議会本所（東近江市今崎町２１番地１） 

（東近江市福祉センターハートピア内） 

   ③ 方法 個人面接、集団面接（※応募状況により集団面接を行わない場合があります。） 

 

６ 最終合格発表 

    発表は令和７年８月下旬頃を予定していますが、詳しくは第２次試験当日に連絡します。 
 

７ 受験手続及び受付期間 

（１）必要書類等 

       ① 受験申込時に必要な書類等 

          申込書様式は、東近江市社会福祉協議会総務課に請求するか、東近江市社会福祉協議会ホーム

ページ(http://www.higashiomi-shakyo.or.jp/)からダウンロードしてください。 

           申込書様式を郵送で請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱記し、返信用封

筒（角２サイズ）に１４０円分の切手を貼り、宛名を明記し、同封してください。 

             なお、返信用封筒が同封されていない場合や所定の切手が貼付されていない場合には、申込書

様式の返送を行いません。 

      ② 申込書様式に必要事項を記入し、大学等を卒業したことが証明できるもの（卒業証書等）及び

自動車普通免許証等のコピー（見込みの場合はそれに代わるもの）を添付の上、東近江市社会

福祉協議会総務課まで提出してください。（「受験票」部分を切り離さずに提出してください。） 

        申込書を郵送で提出する場合は、封筒の表に「採用試験受験」と朱記し、返信用封筒（長３サ

イズ）に１１０円分の切手を貼り、宛名を明記し、同封してください。 

なお、返信用封筒が同封されていない場合や所定の切手が貼付されていない場合には、受験票

の返送を行いません。 

    ③ 受付期間は、土日祝日等を除く就業時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）です。 

     郵送による場合は、書留等確実な方法としてください。 

     申し込みの受付は、令和７年７月２３日（水）午後５時１５分「必着」 

http://www.higashiomi-shakyo.or.jp/
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     なお、応募手続きに不備があり、受付期間内に応募が完了せず、受験できない場合において本会 

      は一切責任を負いません。 

 

８ その他 

（１）試験会場は事前に確認してください。 

（２）受験票を持参しないと受験できません。 

（３）第１次試験受付時に受験票をご提出ください。 

（４） 試験当日の受付は、午前８時３０分から午前８時５０分までです。試験開始後は受付できません。 

 （５）筆記具（ＨＢ程度の鉛筆・消しゴム等）を持参してください。貸し出しはありません。 

 （６）障がい特性のため、受験に当たって配慮を必要とする場合は、必ず申込時に東近江市社会福祉協

議会総務課まで申し出てください。 

 （７）自然災害等による試験日程の変更及びその他の緊急連絡は、東近江市社会福祉協議会ホームペー

ジに掲載するため、必ず確認してください。 

 （８）申込書及び提出書類に記載された個人情報は、採用選考及び合否結果の送付目的以外に使用い

たしません。 

  

 

【お問い合わせ先】 

 社会福祉法人東近江市社会福祉協議会 総務課 担当 三輪
み わ

・青木
あ お き

・寺村
てらむら

 

   〒５２７－００１６ 東近江市今崎町２１番地１ 

   電 話 ０７４８－２０－０５０２ 

   Ｉ Ｐ ０５０－５８０２－９０７０ 

   ＦＡＸ ０７４８－２０－０５４３ 


